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 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条第 1項及び第 2項の規定に基づき定期監

査を実施したので、同条第 9項及び第 10項の規定により監査の結果に関する報告を次のと

おり公表する。 

 

 

令和 7 年（2025 年）12 月 26 日 

 

枚方市監査委員  上 森 太一郎 

同        分 林  義 一 

同        奥 野 美 佳 

同        長 友 克 由 

                 

                                      

     



 
 

本監査は、枚方市監査基準に準拠して行った。 

 

１．監査の対象 

 ⑴ 対象部課 

    教育委員会 

子ども未来部 

 

    教育機関   枚方市立開成小学校  

 〃  春日小学校 

 〃  山田小学校 

 〃  樟葉小学校 

 〃  牧野小学校  

 〃  樟葉西小学校  

 〃  田口山小学校  

 〃  蹉跎東小学校  

 〃  樟葉北小学校  

 〃  藤阪小学校  

 〃  平野小学校  

 〃  長尾小学校  

 〃  伊加賀小学校  

 〃  第三中学校  

 〃  長尾中学校 

 〃  山田中学校  

 〃  蹉跎中学校  

 〃  招提北中学校  

 〃  枚方幼稚園 

 〃  香里幼稚園 

 

 ⑵ 対象事務 

   令和 7 年度（2025 年度）における財務に関する事務の執行及び事務の管

理状況（施設及び用地等の維持管理状況を含む。）  

 

 

２．監査の期間 

   令和 7 年(2025 年）10 月 1 日から令和 7 年(2025 年）12 月 25 日まで 

 

 

３．監査の結果  

本年度は小学校 13 校、中学校 5 校、幼稚園 2 園の実地監査を行ったところ、施

設の維持管理状況、事務処理状況、備品及び薬品の管理状況については、おおむね



 
 

良好であると認められたが、一部に留意を要する事項が見受けられた。 

以下、留意点、意見を述べる。 



 
 

【意見・要望事項】 

［学校園］ 

○学校園徴収金事務について 

各学校園においては、枚方市立学校園徴収金事務取扱要項等に基づき事務の標準化

が図られている。これまでの継続的な指導により、適正な利息処理が行われ、極力現

金を持たない工夫が見られたものの、一部の学校園において、月別の出納状況を記載

した出納簿について、前年度からの繰越金の記載誤りにより通帳と一致しないまま校

長による確認が行われていた事例や、執行伺兼支出伺書の金額と異なる額を出金して

いた事例、金庫管理簿に記載のない現金が金庫に入っていた事例があった。 

教育委員会事務局や公立保育幼稚園課で適正な事務執行に向けた研修が適宜実施

されているところであるが、引き続き、より実効性のある研修を実施し、チェック体

制の在り方を見直す等、各学校園において徴収金事務が同要項に沿って適正に行われ

るよう要望する。 

 

○理科薬品の管理状況について 

各小中学校では、理科実験を行うため、毒・劇物及び危険物を含む理科薬品を取り

扱っている。一部の小学校において、使用簿の記録等が正しく行われていない事例が

見受けられたが、これまで理科薬品の適正な保管・管理について継続的な指導が行わ

れてきた結果、改善が図られてきている。 

今後も引き続き、理科薬品の取扱いに関する研修や立入調査を効果的に実施するこ

とにより、適正な保管・管理を行うよう要望する。 

 

○施設等の管理状況について 

各学校園では、児童等の安全対策を考慮した施設の管理に取り組んでいるが、一部

の学校園において、施設設備の老朽化に伴い安全性及び機能性の確保が不十分な事例

や、消火器が他の物品に埋もれているなど、緊急時での素早い対応を妨げる恐れのあ

る保管状態が見受けられた。 

学校施設については、枚方市学校整備計画に基づく施設整備が行われており、令和

7 年 3 月には令和 7 年度から令和 11 年度を計画期間とする第 2 期実施計画を策定し、

新たな課題への対応も進めるとともに、禁野小学校新校舎整備のほか教室等空調設備

更新など大型事業も進められている。 

今後も限られた財源の中で、安全管理上必要な老朽化対策にも継続的に取り組むと

ともに、学校園が行う日常点検や法定点検などを通じて施設の老朽化や損傷の早期発

見に努め、安全で快適な施設の維持を目指し、適切にメンテナンスを行うよう要望す

る。 

 

○学校園における事務処理の状況について 

各学校園における事務処理については、その適正化に向け、これまで継続して教育

委員会事務局及び子ども未来部による指導や助言が行われてきた結果、事務の改善が

図られてきているが、一部の学校園では不適正な事務処理が見受けられる。 



 
 

教育委員会事務局及び子ども未来部の担当各課においては、各学校園において事務

処理の扱いに差が生じないよう、定期的なモニタリングの実施や、過去に通知した内

容についても再度通知し直すなど、支援体制を一層充実させ、引き続き不適正な事務

執行の解消に努めるよう要望する。 

 

○情報セキュリティに対する取組について 

情報セキュリティへの対策として、各学校園では、情報セキュリティ対策実施手順

書の改訂や校園内研修の実施に加え、教育委員会事務局によるモニタリングの実施な

どが行われており、今回の定期監査においても一部の学校で研修記録簿が未作成であ

ったものの、対象校の全ての学校園において情報セキュリティ研修が実施されていた。 

今後も、継続した情報セキュリティ対策を行い、学校園における情報管理を一層徹

底するよう要望する。 

 


